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1

　都道府県や市町村は、学校教育や福祉・衛生、警察・消防、道路、下水道などの整備といったさまざまな行政分野の中心
的な担い手であり、国民生活に大きな役割を果たしています。
　ここでは、個々の地方公共団体の財政の集合である地方財政について、普通会計を中心として、平成23年度の決算の
状況、地方公共団体の健全化判断比率等の状況などを紹介していきます。（上下水道、交通、病院などの「公営企業」は、
「地方公営企業」で紹介します。）

各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものです。したがって、その内訳は合計と
一致しない場合があります。

　地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分経理されていますが、各団体の会計区分は一様ではないため、決
算統計では、地方公共団体全体の財政の状況を明らかにするとともに地方公共団体相互間の比較を可能とする観点から、
統一的な方法により、一般行政部門の会計を普通会計として整理し、その他の会計（公営事業会計）と区分しています。

地方公共団体の会計の決算統計上の分類

地方公共団体の会計

一般行政部門の会計

公営企業会計

国民健康保険
事業会計

後期高齢者医療
事業会計

介護保険
事業会計

など

● 水道事業 　● 交通事業 　● 電気事業 　● ガス事業
● 病院事業 　● 下水道事業 　● 宅地造成事業 　など

普通会計

その他の会計
（公営事業会計）

目 次
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国内総生産（支出側）と地方政府（平成23年度） 国と地方の主な目的別歳出の割合（最終支出ベース）

地方財政の役割
地方政府は国内総生産のうち、どの程度の規模なのでしょうか？
　地方政府の規模を国内総生産（支出側）に占める割合でみると、地方政府が11.6％を占めており、中央政府の約
2.5倍となっています。

どのような分野で地方の歳出割合が高いのでしょうか？
　国と地方を通じた歳出純計額の目的別歳出について、最終支出の主体に着目して国と地方に分けると、下図のよう
になります。
　地方の歳出の割合が高いのは、主に、衛生、学校教育、警察・消防、社会教育などの日常生活に関係の深い分野です。

衛生費

学校教育費

司法警察消防費

社会教育費等

民生費（年金関係を除く）

国土開発費

国土保全費

商工費

災害復旧費等

公債費

農林水産業費
住宅費等
恩給費

民生費のうち年金関係

防衛費

一般行政費等

その他

4.2%

9.0%

4.0%
2.7%

19.9%

8.4%
1.4%
7.4%
0.9%

19.8%

2.0%
2.2%
0.4%
6.3%
2.9%
7.7%
0.8%

3%

14%

23%
25%

27%

28%
28%
46%
49%

60%

66%
69%
96%
100%
100%
20%
100%

58.4% 41.6%地方の割合 国の割合

保健所、ごみ・し尿処理等

小・中学校、幼稚園等

公民館、図書館、博物館等

児童福祉、介護などの老人福祉、
生活保護等

都市計画、道路・橋りょう、公営住宅等

河川海岸

戸籍、住民基本台帳等

97%

86%

77%
75%

73%

72%
72%

54%

51%

40%

34%
31%

80%
△50

0
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300

350

400
（兆円）

55兆925億円
（11.6％）

地方

65兆790億円
（13.8％）

企業部門

296兆7,022億円
（62.7％）

家計部門

40兆5,379億円
（8.6％）

社会保障基金

117兆8,584億円
（24.9％）

22兆2,279億円
（4.7％）

政府部門

361兆7,812億円
（76.4％）

民間部門

財貨・サービスの
純輸出

△6兆３,569億円
（△1.3％）

国内総生産　     （支出側、名目）

473兆2,826億円 （100％）

純輸出中央

4%
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国内総生産（支出側）と地方政府（平成23年度） 国と地方の主な目的別歳出の割合（最終支出ベース）

地方財政の役割
地方政府は国内総生産のうち、どの程度の規模なのでしょうか？
　地方政府の規模を国内総生産（支出側）に占める割合でみると、地方政府が11.6％を占めており、中央政府の約
2.5倍となっています。

どのような分野で地方の歳出割合が高いのでしょうか？
　国と地方を通じた歳出純計額の目的別歳出について、最終支出の主体に着目して国と地方に分けると、下図のよう
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　地方の歳出の割合が高いのは、主に、衛生、学校教育、警察・消防、社会教育などの日常生活に関係の深い分野です。
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平成23年度決算の概況
歳入・歳出ともに前年度より増加しました。※

100兆696億円（前年度比2兆5,581億円、2.6％増）
歳入1 決算規模の推移4

主な財政指標5

　通常収支分について地方税、地方債、国庫支出金等が減少した一方で、東日本大震災分につい
て、特別交付税の増額及び震災復興特別交付税の創設や国庫支出金の計上があったこと等により、
歳入総額は前年度より2兆5,581億円増加しました。

97兆26億円（前年度比2兆2,276億円、2.4％増）

　通常収支分　　 95兆351億円（前年度比2兆4,764億円、2.5%減）
　東日本大震災分　5兆345億円

　通常収支分　　 92兆5,117億円（前年度比2兆2,633億円、2.4%減）
　東日本大震災分　4兆4,910億円

歳出2

決算収支3

　通常収支分について普通建設事業費等が減少した一方で、扶助費等が増加したことに加え、
東日本大震災分について普通建設事業費、災害復旧事業費、積立金等が計上されたことにより、
歳出総額は前年度より2兆2,276億円増加しました。

※普通会計決算については、平成23年度から通常収支分（全体の決算額から東日本大震災分を除いたも
の）と東日本大震災分（東日本大震災に係る復旧・復興事業及び緊急防災・減災事業に係るもの）を区分
して整理しています。

（注1） 実質収支は、歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額をいいます。
単年度収支は、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。 
実質単年度収支は、単年度収支に、財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額をいいます。

（注2） 赤字の団体数は、一部事務組合及び広域連合を含まず、（　）内は、一部事務組合及び広域連合を含む団体数です。

　東日本大震災分を除いた通常収支分は、歳入、歳出ともに２年連続で減少しています。

　実質単年度収支は4年連続黒字となり、単年度収支は3年連続黒字となっています。

区　分
決算額

平成23年度 平成22年度

実質収支

単年度収支

実質単年度収支

1兆7,953億円

1,255億円

4,372億円

1兆6,702億円

2,258億円

1兆395億円

平成23年度 平成22年度

2（3）

841（1,542）

459（1,129）

8（8）

567（1,278）

237（917）

赤字の団体数
　経常収支比率は、前年度より2.1ポイント上昇し、92.6%となりました。
　実質公債費比率は、前年度より0.2ポイント低下し、11.8%となりました。

区　分 平成23年度 平成22年度

経常収支比率

実質公債費比率

92.6%

11.8%

90.5%

12.0%

対前年度増減

2.1

△ 0.2

85

0

90

95

100

歳出歳入

平成 13 19 20 21 22 23（年度）

100.0

97.4

91.2

89.1

92.2

89.7

98.4

96.1
97.5

95.0

100.1兆円

5.0

94.8

92.5

4.5

97.0兆円

（兆円）

東日本大震災分

東日本大震災分
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平成23年度決算の概況
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歳入
行政活動のためのお金は、どこから来ているのでしょうか？

歳入内訳1
通常収支分と東日本大震災分2

（注）「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金を含めています。

歳入決算額の構成（平成23年度決算）

純計

都道府県

市町村都道府県
52兆1,465億円

市町村
54兆7,763億円

一般財源 一般財源

一般財源

27兆2,828億円（52.3%） 29兆8,288億円（54.5%）

国庫支出金
7兆8,358億円
（15.0%）

地方債
7兆212億円
（13.5%）

その他
10兆67億円
（19.2%）

国庫支出金
8兆1,946億円
（15.0%）

地方債
4兆7,788億円
（8.7%）

その他
11兆9,741億円
（21.8%）

純計
100兆696億円

55兆4,576億円（55.4％）

国庫支出金
16兆304億円（16.0%）

地方債
11兆7,603億円（11.8%）

その他
16兆8,213億円（16.8%）

地方特例交付金
3,640億円（0.4%）

地方譲与税
2兆1,699億円（2.2%）

地方交付税
18兆7,523億円（18.7%）

地方税
34兆1,714億円（34.1%）

地方税
15兆7,354億円
（30.2%）

地方譲与税
1兆7,037億円
（3.3%）

地方特例
交付金
1,436億円
（0.3%）地方交付税

9兆6,977億円
（18.6%）

通常収支分
48兆1,869億円

一般財源 26兆3,769億円（54.7%）

地方債
6兆8,443億円
（14.2%）

その他
9兆3,014億円
（19.3%）

地方税
18兆4,360億円
（33.7%）

地方譲与税
4,663億円
（0.9%）

地方特例
交付金
2,204億円
（0.4%）地方交付税

9兆546億円
（16.5%）

その他の
一般財源
1兆6,515億円
（3.0%）

国庫支出金
5兆6,643億円（11.8%）
うち普通建設事業費支出金 7,842億円（1.6%）
うち災害復旧事業費支出金 888億円（0.2%）

東日本
大震災分
3兆9,596億円

一般財源 9,058億円（22.9%）

地方債
1,770億円
（4.5%）

その他
7,454億円
（18.8%）

うち震災復興特別交付税 4,867億円（12.3%）

うち震災復興特別交付税 8,134億円（16.2%）

通常収支分
53兆2,823億円

一般財源 29兆3,182億円（55.0%）

地方債
4兆7,053億円（8.8%）

その他
8兆5,813億円（16.1%）

東日本
大震災分
1兆4,940億円

一般財源 5,106億円（34.2%）

地方債
735億円（4.9%）

都道府県支出金
2,951億円（19.8%）

都道府県支出金
3兆651億円（5.8%）

その他
613億円（4.1%）

うち震災復興特別交付税 3,267億円（21.9%）

通常収支分
95兆351億円

一般財源 54兆412億円（56.9%）

国庫支出金
13兆2,767億円（14.0%）

地方債
11兆5,248億円
（12.1%）

その他
16兆1,924億円
（17.0%）

うち普通建設事業費支出金 1兆3,131億円（1.4％）
うち災害復旧事業費支出金 1,218億円（0.1％）

東日本
大震災分
5兆345億円

一般財源 1兆4,164億円（28.1%）

地方債
2,354億円
（4.7%）

その他
6,979億円
（13.9%）

　地方公共団体の歳入に占める割合は、地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債の順になってい
ます。このうち、地方税や地方交付税のように、使途が特定されていない財源を一般財源と呼んで
います。地方公共団体が、さまざまな行政ニーズに適切に対応するためには、この一般財源の確
保が重要になりますが、その構成比は55.4%となっています。

国庫支出金
7兆6,124億円（14.3%）
うち普通建設事業費支出金 5,289億円（1.0%）
うち災害復旧事業費支出金 330億円（0.1%）

その他の
一般財源
24億円
（0.0%）

国庫支出金
5,535億円（37.0%）
うち普通建設事業費支出金 247億円（1.7%）
うち災害復旧事業費支出金 976億円（6.5%）

国庫支出金
2兆1,314億円（53.8%）
うち普通建設事業費支出金 3,117億円（7.9%）
うち災害復旧事業費支出金 1,524億円（3.8%）

国庫支出金
2兆6,848億円（53.3%）
うち普通建設事業費支出金 3,364億円（6.7%）
うち災害復旧事業費支出金 2,500億円（5.0%）

地方譲与税 :  国税として徴収され、地方公共団体に譲与される税で、地方揮発油譲与税などがあります。
地方特例交付金 :  平成18年度及び19年度の児童手当の制度拡充並びに平成22年度における子ども手当の創設に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当
 及び子ども手当特例交付金などがあります。
地方交付税 :  地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方の固有財源です
 （詳しくは12ページ｢5地方交付税｣をご覧ください）。
国庫支出金 :  国が地方に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等の総称です。
地方債 :  地方公共団体の債務のうち、その履行が一会計年度を越えて行われるものをいいます。
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　地方公共団体の歳入に占める割合は、地方税、地方交付税、国庫支出金、地方債の順になってい
ます。このうち、地方税や地方交付税のように、使途が特定されていない財源を一般財源と呼んで
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保が重要になりますが、その構成比は55.4%となっています。
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うち普通建設事業費支出金 5,289億円（1.0%）
うち災害復旧事業費支出金 330億円（0.1%）

その他の
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地方譲与税 :  国税として徴収され、地方公共団体に譲与される税で、地方揮発油譲与税などがあります。
地方特例交付金 :  平成18年度及び19年度の児童手当の制度拡充並びに平成22年度における子ども手当の創設に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当

及び子ども手当特例交付金などがあります。
地方交付税 :  地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方の固有財源です

（詳しくは12ページ｢5地方交付税｣をご覧ください）。
国庫支出金 :  国が地方に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等の総称です。
地方債 :  地方公共団体の債務のうち、その履行が一会計年度を越えて行われるものをいいます。

2,984

694
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歳入内訳の推移3
　歳入のうち、半分以上を占める一般財源は、平成21年度に大きく減少しましたが、平成22年
度及び平成23年度は増加しています。

地方税4
　地方税は、道府県税と市町村税とに分かれます。

歳入

道府県税の税収の構成（平成23年度決算）純計

市町村税の税収の構成（平成23年度決算）

その他 845億円（0.6%）

その他
5,462億円（2.7%）

総額
13兆7,940億円

総額
20兆3,774億円

個人分
4兆4,962億円（32.6%）

法人分
7,855億円（5.7%）

利子割
1,266億円（0.9%）

道府県民税
5兆4,082億円（39.2%）

事業税
2兆4,197億円（17.5%）

個人分
1,793億円（1.3%）

法人分
2兆2,404億円（16.2%）

地方消費税
2兆5,503億円（18.5%）

不動産取得税 3,415億円（2.5%）
道府県たばこ税 2,933億円（2.1%）

自動車取得税 1,678億円（1.2%）

軽油引取税 9,315億円（6.8%）

自動車税 
1兆5,972億円（11.6%）

個人分
6兆6,876億円（32.8%）

市町村民税
8兆6,983億円（42.7%）

法人分
2兆107億円（9.9%）

固定資産税
8兆9,659億円（44.0%）

市町村たばこ税
8,995億円（4.4%）

都市計画税
1兆2,675億円（6.2%）

一般財源 57.4兆円（57.4%）

地方税 35.5兆円（35.5%）

地方譲与税 0.6兆円（0.6%） 地方特例交付金等 0.9兆円（0.9%）

国庫支出金
14.5兆円
（14.5%）

地方債
11.8兆円
（11.8%）

その他
16.3兆円
（16.3%）

地方交付税 
20.3兆円（20.3%）

一般財源 56.5兆円（62.0%）

地方税 40.3兆円（44.2%）

地方譲与税 0.7兆円（0.8%） 地方特例交付金等 0.3兆円（0.3%）

地方交付税
15.2兆円（16.7%） その他

14.8兆円
（16.2%）

地方債
9.6兆円
（10.5%）

国庫支出金
10.3兆円
（11.3%）

その他
14.4兆円
（15.6%）

地方債
9.9兆円
（10.8%）

国庫支出金
11.7兆円
（12.7%）

その他
16.4兆円
（16.7%）

地方債
12.4兆円
（12.6%）

国庫支出金
16.8兆円
（17.1%）

その他
16.2兆円
（16.7%）

地方債
13.0兆円
（13.3%）

国庫支出金
14.3兆円
（14.7%）

一般財源 56.2兆円（60.9%）

地方税 39.6兆円（42.9%）

地方譲与税 0.7兆円（0.7%） 地方特例交付金等 0.5兆円（0.6%）

地方交付税
15.4兆円（16.7%）

一般財源 52.8兆円（53.6%）

地方税 35.2兆円（35.8%）

地方譲与税 1.3兆円（1.3%） 地方特例交付金等 0.5兆円（0.5%）

地方交付税
15.8兆円（16.1%）

一般財源 54.0兆円（55.3%）

地方税 34.3兆円（35.2%）

地方譲与税 2.1兆円（2.1%） 地方特例交付金 0.4兆円（0.4%）

地方交付税
17.2兆円（17.6%）

その他
16.8兆円
（16.8%）

地方債
11.8兆円
（11.8%）

国庫支出金
16.0兆円
（16.0%）一般財源 55.5兆円（55.4%）

地方税 34.2兆円（34.1%）

地方譲与税 2.2兆円（2.2%） 地方特例交付金 0.4兆円（0.4%）

地方交付税
18.8兆円（18.7%）

平成
13年度 純計

100.0兆円

平成
19年度 純計

91.2兆円

平成
20年度 純計

92.2兆円

平成
21年度 純計

98.4兆円

平成
22年度 純計

97.5兆円

平成
23年度 純計

100.1兆円

0 100兆円

（注）東京都の特別区については、都が市町村税の一部を課税しており、市町村税収入額は、都が徴収した市町村税相当額を含めています。
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16.3兆円
（16.3%）

地方交付税 
20.3兆円（20.3%）

一般財源 56.5兆円（62.0%）

地方税 40.3兆円（44.2%）

地方譲与税 0.7兆円（0.8%） 地方特例交付金等 0.3兆円（0.3%）

地方交付税
15.2兆円（16.7%） その他

14.8兆円
（16.2%）

地方債
9.6兆円
（10.5%）

国庫支出金
10.3兆円
（11.3%）

その他
14.4兆円
（15.6%）

地方債
9.9兆円
（10.8%）

国庫支出金
11.7兆円
（12.7%）

その他
16.4兆円
（16.7%）

地方債
12.4兆円
（12.6%）

国庫支出金
16.8兆円
（17.1%）

その他
16.2兆円
（16.7%）

地方債
13.0兆円
（13.3%）

国庫支出金
14.3兆円
（14.7%）

一般財源 56.2兆円（60.9%）

地方税 39.6兆円（42.9%）

地方譲与税 0.7兆円（0.7%） 地方特例交付金等 0.5兆円（0.6%）

地方交付税
15.4兆円（16.7%）

一般財源 52.8兆円（53.6%）

地方税 35.2兆円（35.8%）

地方譲与税 1.3兆円（1.3%） 地方特例交付金等 0.5兆円（0.5%）

地方交付税
15.8兆円（16.1%）

一般財源 54.0兆円（55.3%）

地方税 34.3兆円（35.2%）

地方譲与税 2.1兆円（2.1%） 地方特例交付金 0.4兆円（0.4%）

地方交付税
17.2兆円（17.6%）

その他
16.8兆円
（16.8%）

地方債
11.8兆円
（11.8%）

国庫支出金
16.0兆円
（16.0%）一般財源 55.5兆円（55.4%）

地方税 34.2兆円（34.1%）

地方譲与税 2.2兆円（2.2%） 地方特例交付金 0.4兆円（0.4%）

地方交付税
18.8兆円（18.7%）

平成
13年度 純計

100.0兆円

平成
19年度 純計

91.2兆円

平成
20年度 純計

92.2兆円

平成
21年度 純計

98.4兆円

平成
22年度 純計

97.5兆円

平成
23年度 純計

100.1兆円

0 100兆円

（注）東京都の特別区については、都が市町村税の一部を課税しており、市町村税収入額は、都が徴収した市町村税相当額を含めています。
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　道府県税は、道府県民税の減少及び地方法人特別税の創設等に伴う法人事業税の減少などにより、減
少傾向にあります。

　地域のニーズに応じた行政サービスを自らの責任と判断で実施できるよう、税源の偏在度が小さく税
収の安定性を備えた地方税体系を構築することが必要です。
　地方税収について、全国平均を100として、都道府県別に人口一人あたりの税収額を比較してみると、
最も大きい東京都と、最も小さい沖縄県とでは、約2.5倍の格差となっています。

（注1）「 最大/最小」は、各都道府県ごとの人口1人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値です。
（注2） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税及び法定外税等を除いたものです。
（注3） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税（均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除いています。
（注4） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除いています。
（注5） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除いています。
（注6） 人口は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口です。

地方税収の人口1人当たり税収額の指数（全国平均を100とした場合）

歳入

（注） 市町村税収入額は、東京都が徴収した市町村税相当額を含めています。

　市町村税は、市町村民税の減少等により平成21年度に大きく減少し、それ以降はほぼ横ばいとなって
います。
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4.6兆円
最大/最小：5.3倍

地方消費税（清算後）

2.6兆円
最大/最小：1.8倍

固定資産税

8.9兆円
最大/最小：2.3倍
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沖 縄 県
全国平均
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　道府県税は、道府県民税の減少及び地方法人特別税の創設等に伴う法人事業税の減少などにより、減
少傾向にあります。

　地域のニーズに応じた行政サービスを自らの責任と判断で実施できるよう、税源の偏在度が小さく税
収の安定性を備えた地方税体系を構築することが必要です。
　地方税収について、全国平均を100として、都道府県別に人口一人あたりの税収額を比較してみると、
最も大きい東京都と、最も小さい沖縄県とでは、約2.5倍の格差となっています。

（注1）「 最大/最小」は、各都道府県ごとの人口1人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値です。
（注2） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税及び法定外税等を除いたものです。
（注3） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税（均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除いています。
（注4） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除いています。
（注5） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除いています。
（注6） 人口は、平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口です。

地方税収の人口1人当たり税収額の指数（全国平均を100とした場合）

歳入

（注） 市町村税収入額は、東京都が徴収した市町村税相当額を含めています。

　市町村税は、市町村民税の減少等により平成21年度に大きく減少し、それ以降はほぼ横ばいとなって
います。
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都道府県
50兆9,658億円
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（注1）基準財政需要額は、各地方公共団体の合理的かつ妥当な水準における財政需要として算定されるものであり、義務教育や生活保護、公共事業等の国庫負担金
事業の地方負担を算入することが義務づけられています。なお、平成13年度からは、基準財政需要額の一部を地方財政法第5条の特例地方債（臨時財政対策
債）に振り替えることとしています。

（注2）標準的な地方税収入には、当該団体が独自に課税する「法定外普通税・法定外目的税」、地方税法に規定する標準税率を超えて行う「超過課税」の額は算入されま
せん。

(注)「中都市」とは、政令指定都市、中核市及び特例市以外の市のうち人口10万人以上の市をいい、「小都市」とは人口10万人未満の市をいいます。

歳入

地方交付税

1. 地方交付税総額の決定

5
　本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共団体がその住民
から徴収した地方税で賄うのが理想ですが、税源の地域的なアンバランスがあり、多くの地方公
共団体が必要な税収を確保できません。そこで、本来地方の税収入とすべき財源を国が代わって
徴収し、財政力の弱い地方公共団体に対して、地方交付税として再配分しています。

　地方交付税の総額は、国税の一定割合（所得税・酒税の32％、法人税の34％、消費税の29.5％、たばこ税
の25％）を基本としつつ、地方財政全体の標準的な歳入、歳出の見積りに基づき決定されます。
　平成23年度における地方交付税総額は18兆7,523億円、対前年度比9.1％増となっています。

2. 各地方公共団体の普通交付税の算定方式
　次のような仕組みで各地方公共団体の普通交付税の額が算定されています。

3. 地方交付税の機能
　地方交付税は、地方公共団体
間の財源の不均衡を調整し、ど
の地域に住む住民にも標準的な
行政サービスや基本的な社会資
本が提供できるように財源を保
障するためのものです。
　地方交付税による財源調整が
働いている結果、歳入総額に占
める一般財源の割合は、人口規
模等による大きな違いは生じて
いません。

歳出
何に使われているのでしょうか？

目的別歳出1
　使われた費用を目的別に分類すると、民生費、教育費、公債費などに多くの財源が使われています。
都道府県では、教育費、民生費、公債費の順、市町村では、民生費、総務費、公債費の順となっています。

目的別歳出決算額の構成（平成23年度）

市町村の歳入総額に占める一般財源の割合の分布状況

都道府県
50兆9,658億円

市町村
52兆8,900億円

純計
97兆26億円基準財政需要額 基準財政収入額 普通交付税額

単位費用
× 測定単位（国勢調査人口等）
× 補正係数（段階補正等）

基準財政需要額
－ 基準財政収入額

（%）

57.7% 58.8% 60.4% 60.5%

中都市 小都市 町村
(人口1万人以上)

町村
(人口1万人未満)

14.3

39.0
27.3 25.8

27.6 30.6

14.1

3.9

3.5 3.6

2.7

43.5

0.4 0.4

0.2

0.5

一般財源

地方交付税

地方特例交付金

地方譲与税等

地方税

歳入総額に占める
一般財源の割合

0

20

40

60

80

民生費
7兆4,920億円
（14.7%）

教育費
10兆9,824億円
（21.5%）公債費

6兆8,288億円
（13.4%）

土木費
5兆4,135億円
（10.6%）

総務費
3兆3,905億円
（6.7%）

商工費
4兆5,429億円
（8.9%）

衛生費
2兆5,459億円
（5.0%）

農林水産業費
2兆3,661億円
（4.6%）

その他
7兆4,037億円
（14.6%）

民生費
18兆1,142億円
（34.2%）

教育費
5兆2,638億円
（10.0%）公債費

6兆1,936億円
（11.7%）

土木費
6兆465億円
（11.4%）

総務費
6兆5,442億円
（12.4%）

商工費
2兆496億円
（3.9%）

衛生費
4兆4,530億円
（8.4%）

農林水産業費
1兆1,742億円
（2.2%）

その他
3兆509億円
（5.8%）

民生費

教育費

公債費
土木費

総務費

商工費

衛生費

農林水産業費 その他

13

民生費 : 児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備・運営・生活保護の実施等の費用
教育費 ： 学校教育、社会教育などに使われる費用
土木費 ： 道路、河川、住宅、公園など各種の公共施設の建設整備の費用
公債費 ： 借入金の元金・利子などの支払いの費用

12兆9,595億円（13.4％）
11兆2,849億円
（11.6％）

9兆3,460億円
（9.6％）

6兆5,478億円
（6.8％）

6兆7,432億円
（7.0％）

3兆2,076億円
（3.3％）

7兆5,543億円（7.7％）

16兆1,768億円
（16.7％）

23兆1,825億円
（23.9％）

標準的な地方税収入
× 基準税率（75％）
＋ 地方譲与税等
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歳出

14

民生費の目的別内訳の推移

通常収支分と東日本大震災分（目的別歳出）
純計

都道府県

市町村

東日本
大震災分
3兆6,329億円

通常収支分
51兆6,129億円

東日本
大震災分
1兆2,772億円

通常収支分
92兆5,117億円

東日本
大震災分
4兆4,910億円

目的別歳出決算額の推移（普通会計純計）

60

80

100

120

140

160

180 民生費
商工費
総務費
衛生費
公債費
教育費
土木費
農林水産業費

※平成14年度を100としたときの指数

平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）

衛生費
6,259億円（13.9%）

衛生費
6,174億円（17.0%）

衛生費
304億円（2.4%）

衛生費
4兆4,227億円
（8.6%）

衛生費
6兆1,174億円
（6.6%）

公債費
57億円
（0.1%）

公債費
57億円
（0.2%）

公債費
3億円（0.0%）

公債費
6兆1,932億円（12.0%）

公債費
12兆9,538億円（14.0%）

その他
2,896億円（6.5%）

その他
2,776億円（7.6%）

その他
421億円（3.3%）

その他
2兆6,034億円（5.1%）

その他
6兆5,015億円
（7.1%）

災害復旧費
5,105億円（11.4%）

災害復旧費
2,613億円（7.2%）

災害復旧費
2,741億円（21.5%）

災害復旧費
1,315億円（0.3%）

災害復旧費
2,527億円（0.3%）

総務費
1兆1,075億円（24.7%）

総務費
8,852億円（24.4%）

総務費
3,315億円（26.0%）

総務費
6兆2,126億円
（12.0%）

総務費
8兆2,385億円（8.9%）

農林水産業費
1,534億円（3.4%）

農林水産業費
1,486億円（4.1%）

農林水産業費
230億円（1.8%）

農林水産業費
1兆1,512億円（2.2%）

農林水産業費
3兆542億円（3.3%）

土木費
1,620億円（3.6%）

土木費
1,302億円
（3.6%）

土木費
351億円（2.7%）

土木費
6兆114億円（11.6%）

土木費
11兆1,229億円（12.0%）

教育費
1,398億円
（3.1%）

教育費
742億円（2.0%）

教育費
741億円（5.8%）

教育費
5兆1,897億円
（10.1%）

教育費
16兆370億円
（17.3%）

商工費
4,595億円（10.2%）

商工費
4,482億円（12.3%）

商工費
154億円（1.2%）

商工費
2兆342億円
（3.9%）

商工費
6兆882億円
（6.6%）

民生費 1兆371億円（23.1%）
うち災害救助費 9,402億円（20.9％）

民生費 4,512億円（35.3%）
うち災害救助費 4,456億円（34.9％）

民生費
17兆6,630億円（34.2%）
うち災害救助費 209億円（0.0％）

民生費 7,845億円（21.6%）
うち災害救助費 6,885億円（19.0％）

民生費
22兆1,455億円（23.9%）
うち災害救助費 649億円（0.1％）
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民生費の目的別内訳の推移
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3兆6,329億円

通常収支分
51兆6,129億円

東日本
大震災分
1兆2,772億円

通常収支分
92兆5,117億円

東日本
大震災分
4兆4,910億円

目的別歳出決算額の推移（普通会計純計）

60

80

100

120

140

160

180 民生費
商工費
総務費
衛生費
公債費
教育費
土木費
農林水産業費

※平成14年度を100としたときの指数

平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）

衛生費
6,259億円（13.9%）

衛生費
6,174億円（17.0%）

衛生費
304億円（2.4%）

衛生費
4兆4,227億円
（8.6%）

衛生費
6兆1,174億円
（6.6%）

公債費
57億円
（0.1%）

公債費
57億円
（0.2%）

公債費
3億円（0.0%）

公債費
6兆1,932億円（12.0%）

公債費
12兆9,538億円（14.0%）

その他
2,896億円（6.5%）

その他
2,776億円（7.6%）

その他
421億円（3.3%）

その他
2兆6,034億円（5.1%）

その他
6兆5,015億円
（7.1%）

災害復旧費
5,105億円（11.4%）

災害復旧費
2,613億円（7.2%）

災害復旧費
2,741億円（21.5%）

災害復旧費
1,315億円（0.3%）

災害復旧費
2,527億円（0.3%）

総務費
1兆1,075億円（24.7%）

総務費
8,852億円（24.4%）

総務費
3,315億円（26.0%）

総務費
6兆2,126億円
（12.0%）

総務費
8兆2,385億円（8.9%）

農林水産業費
1,534億円（3.4%）

農林水産業費
1,486億円（4.1%）

農林水産業費
230億円（1.8%）

農林水産業費
1兆1,512億円（2.2%）

農林水産業費
3兆542億円（3.3%）

土木費
1,620億円（3.6%）

土木費
1,302億円
（3.6%）

土木費
351億円（2.7%）

土木費
6兆114億円（11.6%）

土木費
11兆1,229億円（12.0%）

教育費
1,398億円
（3.1%）

教育費
742億円（2.0%）

教育費
741億円（5.8%）

教育費
5兆1,897億円
（10.1%）

教育費
16兆370億円
（17.3%）

商工費
4,595億円（10.2%）

商工費
4,482億円（12.3%）

商工費
154億円（1.2%）

商工費
2兆342億円
（3.9%）

商工費
6兆882億円
（6.6%）

民生費 1兆371億円（23.1%）
うち災害救助費 9,402億円（20.9％）

民生費 4,512億円（35.3%）
うち災害救助費 4,456億円（34.9％）

民生費
17兆6,630億円（34.2%）
うち災害救助費 209億円（0.0％）

民生費 7,845億円（21.6%）
うち災害救助費 6,885億円（19.0％）

民生費
22兆1,455億円（23.9%）
うち災害救助費 649億円（0.1％）

23（年度）22212019181715 16平成14
0

5

10

15

20

25

災害救助費

生活保護費

社会福祉費

老人福祉費

児童福祉費

（兆円）

14.3 14.5 15.1
16.3

17.0

19.8

23.2兆円

1.0

3.8

5.3

5.7

7.4

3.3

5.3

5.7

5.5

21.3

3.6

5.1

5.5

7.117.8

2.9

4.8

4.8

5.3

2.9

4.8

4.3

5.1

2.9

4.4

4.1

4.9

2.7

3.8

3.9

4.6

15.7

2.8

4.2

4.0

4.7

0.0
2.4

3.7

3.8

4.3

0.00.0 0.0 0.00.0

通常収支分
47兆3,329億円

衛生費
1兆9,285億円
（4.1%）

公債費
6兆8,232億円（14.4%）

その他
6兆7,173億円
（14.1%）

災害復旧費
1,474億円（0.3%）

総務費
2兆5,053億円（5.3%）

農林水産業費
2兆2,175億円
（4.7%）

土木費
5兆2,833億円（11.2%）

教育費
10兆9,082億円
（23.0%）商工費

4兆948億円
（8.7%）

民生費
6兆7,074億円（14.2%）
うち災害救助費 390億円（0.1％）

0.0 0.0
2.6

3.8

3.8

4.4

0.0

162

131

109
104
99

92

64
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市町村
52兆8,900億円

1716

歳出

性質別歳出2
　使われた費用を性質別に分類すると、支出が義務づけられ、任意に削減することが困難な「義務
的経費」（人件費、扶助費及び公債費）、「投資的経費」（普通建設事業費など）、「その他の経費」（物
件費、補助費等、積立金など）に分けることができます。

民生費の目的別内訳

教育費の目的別内訳

土木費の目的別内訳

児童福祉費

老人福祉費

社会福祉費

生活保護費

災害救助費

7兆4,225億円（32.0%）

5兆7,072億円（24.6%）

5兆2,826億円（22.8%）

3兆7,652億円（16.2%）
1兆51億円（4.3%）

23兆1,825億円
純計

1兆4,326億円（19.1%）

2兆9,141億円（38.9%）

2兆1,456億円（28.6%）

2,721億円（3.6%）
7,276億円（9.7%）

7兆4,920億円
都道府県

6兆6,805億円（36.9%）

3兆3,378億円（18.4%）

4兆838億円（22.5%）

3兆5,456億円（19.6%）
4,665億円（2.6%）

18兆1,142億円
市町村

小学校費

教育総務費

中学校費

高等学校費

保健体育費

社会教育費

その他

4兆7,902億円（29.6%）

2兆8,288億円（17.5%）

2兆7,847億円（17.2%）

2兆2,226億円（13.7%）

1兆1,233億円（6.9%）
1兆1,901億円（7.4%）

1兆2,371億円（7.7%）

16兆1,768億円
純計

3兆5,224億円（32.1%）

2兆550億円（18.7%）

2兆1,137億円（19.2%）

2兆628億円（18.8%）

1,665億円（1.5%）
1,193億円（1.1%）

9,427億円（8.6%）9,427億円（8.6%）

10兆9,824億円
都道府県

1兆2,734億円（24.2%）

7,778億円（14.8%）

7,022億円（13.3%）

1兆822億円（20.6%）

1,607億円（3.1%）

9,684億円（18.4%）

2,991億円（5.6%）

5兆2,638億円
市町村

都市計画費

道路橋りょう費

住宅費

河川海岸費

港湾費

その他

4兆1,746億円（37.0%）

3兆7,622億円（33.3%）

1兆1,539億円（10.2%）

1兆745億円（9.5%）
3,778億円（3.3%）

7,419億円（6.7%）7,419億円（6.7%）

11兆2,849億円
純計

1兆457億円（19.3%）

2兆1,826億円（40.3%）

1兆145億円（18.7%）

5,482億円（10.1%）
2,720億円（5.0%）
3,505億円（6.6%）

5兆4,135億円
都道府県

3兆1,890億円（52.7%）

1兆6,172億円（26.7%）

5,487億円（9.1%）
1,311億円（2.2%）

1,557億円（2.6%）

4,048億円（6.7%）

6兆465億円
市町村

都道府県
50兆9,658億円

義務的経費

義務的経費 義務的経費

投資的経費

投資的経費投資的経費

純計
97兆26億円

48兆3,382億円（49.8％）

13兆2,989億円（13.7%）

性質別歳出決算額の構成（平成23年度決算）

21兆9,904億円（43.1%） 26兆4,106億円（49.9%）

人件費
23兆4,485億円（24.2%）

人件費
14兆828億円
（27.6%）

人件費
9兆3,657億円
（17.7%）

扶助費
1兆988億円
（2.2%）

物件費
1兆8,352億円
（3.6%）

補助費等
11兆4,576億円
（22.5%）

積立金
2兆9,311億円
（5.8%）

その他
5兆4,922億円
（10.8%）

物件費
6兆9,475億円
（13.1%）

補助費等
3兆5,383億円
（6.7%）

積立金
1兆6,896億円
（3.2%）

その他
7兆6,174億円
（14.5%）

扶助費
10兆8,576億円
（20.5%）

公債費
6兆8,088億円
（13.4%）

公債費
6兆1,873億円
（11.7%）

補助事業費
3兆6,810億円
（7.2%）

単独事業費
2兆4,762億円
（4.9%）

扶助費
11兆9,564億円（12.3%）

公債費
12兆9,334億円（13.3%）

補助事業費
6兆840億円（6.3%）

単独事業費
5兆6,929億円（5.9%）

普通建設事業費
12兆5,352億円（12.9%）

7兆2,593億円
（14.2%）

6兆6,866億円
（12.6%）

普通建設事業費
6兆8,506億円（13.4%）

普通建設事業費
6兆2,806億円
（11.9%）

補助事業費
2兆6,299億円
（5.0%）

単独事業費
3兆4,618億円
（6.5%）

物件費
8兆7,827億円（9.1%）

補助費等
8兆9,093億円（9.2%）

積立金
4兆6,207億円（4.8%）

その他
13兆528億円（13.4%）

使われた費用はどのような性質のものでしょうか？



市町村
52兆8,900億円

1716

歳出

性質別歳出2
　使われた費用を性質別に分類すると、支出が義務づけられ、任意に削減することが困難な「義務
的経費」（人件費、扶助費及び公債費）、「投資的経費」（普通建設事業費など）、「その他の経費」（物
件費、補助費等、積立金など）に分けることができます。

民生費の目的別内訳

教育費の目的別内訳

土木費の目的別内訳

児童福祉費

老人福祉費

社会福祉費

生活保護費

災害救助費

7兆4,225億円（32.0%）

5兆7,072億円（24.6%）

5兆2,826億円（22.8%）

3兆7,652億円（16.2%）
1兆51億円（4.3%）

23兆1,825億円
純計

1兆4,326億円（19.1%）

2兆9,141億円（38.9%）

2兆1,456億円（28.6%）

2,721億円（3.6%）
7,276億円（9.7%）

7兆4,920億円
都道府県

6兆6,805億円（36.9%）

3兆3,378億円（18.4%）

4兆838億円（22.5%）

3兆5,456億円（19.6%）
4,665億円（2.6%）

18兆1,142億円
市町村

小学校費

教育総務費

中学校費

高等学校費

保健体育費

社会教育費

その他

4兆7,902億円（29.6%）

2兆8,288億円（17.5%）

2兆7,847億円（17.2%）

2兆2,226億円（13.7%）

1兆1,233億円（6.9%）
1兆1,901億円（7.4%）

1兆2,371億円（7.7%）

16兆1,768億円
純計

3兆5,224億円（32.1%）

2兆550億円（18.7%）

2兆1,137億円（19.2%）

2兆628億円（18.8%）

1,665億円（1.5%）
1,193億円（1.1%）

9,427億円（8.6%）9,427億円（8.6%）

10兆9,824億円
都道府県

1兆2,734億円（24.2%）

7,778億円（14.8%）

7,022億円（13.3%）

1兆822億円（20.6%）

1,607億円（3.1%）

9,684億円（18.4%）

2,991億円（5.6%）

5兆2,638億円
市町村

都市計画費

道路橋りょう費

住宅費

河川海岸費

港湾費

その他

4兆1,746億円（37.0%）

3兆7,622億円（33.3%）

1兆1,539億円（10.2%）

1兆745億円（9.5%）
3,778億円（3.3%）

7,419億円（6.7%）7,419億円（6.7%）

11兆2,849億円
純計

1兆457億円（19.3%）

2兆1,826億円（40.3%）

1兆145億円（18.7%）

5,482億円（10.1%）
2,720億円（5.0%）
3,505億円（6.6%）

5兆4,135億円
都道府県

3兆1,890億円（52.7%）

1兆6,172億円（26.7%）

5,487億円（9.1%）
1,311億円（2.2%）

1,557億円（2.6%）

4,048億円（6.7%）

6兆465億円
市町村

都道府県
50兆9,658億円

義務的経費

義務的経費 義務的経費

投資的経費

投資的経費投資的経費

純計
97兆26億円

48兆3,382億円（49.8％）

13兆2,989億円（13.7%）

性質別歳出決算額の構成（平成23年度決算）

21兆9,904億円（43.1%） 26兆4,106億円（49.9%）

人件費
23兆4,485億円（24.2%）

人件費
14兆828億円
（27.6%）

人件費
9兆3,657億円
（17.7%）

扶助費
1兆988億円
（2.2%）

物件費
1兆8,352億円
（3.6%）

補助費等
11兆4,576億円
（22.5%）

積立金
2兆9,311億円
（5.8%）

その他
5兆4,922億円
（10.8%）

物件費
6兆9,475億円
（13.1%）

補助費等
3兆5,383億円
（6.7%）

積立金
1兆6,896億円
（3.2%）

その他
7兆6,174億円
（14.5%）

扶助費
10兆8,576億円
（20.5%）

公債費
6兆8,088億円
（13.4%）

公債費
6兆1,873億円
（11.7%）

補助事業費
3兆6,810億円
（7.2%）

単独事業費
2兆4,762億円
（4.9%）

扶助費
11兆9,564億円（12.3%）

公債費
12兆9,334億円（13.3%）

補助事業費
6兆840億円（6.3%）

単独事業費
5兆6,929億円（5.9%）

普通建設事業費
12兆5,352億円（12.9%）

7兆2,593億円
（14.2%）

6兆6,866億円
（12.6%）

普通建設事業費
6兆8,506億円（13.4%）

普通建設事業費
6兆2,806億円
（11.9%）

補助事業費
2兆6,299億円
（5.0%）

単独事業費
3兆4,618億円
（6.5%）

物件費
8兆7,827億円（9.1%）

補助費等
8兆9,093億円（9.2%）

積立金
4兆6,207億円（4.8%）

その他
13兆528億円（13.4%）

使われた費用はどのような性質のものでしょうか？
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歳出

扶助費の目的別内訳の推移
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23（年度）2221201915 16 17 18平成14
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その他

生活保護費

児童福祉費

老人福祉費

社会福祉費

（兆円）

通常収支分と東日本大震災分（性質別歳出）

通常収支分
51兆6,129億円

東日本
大震災分
1兆2,772億円

通常収支分
47兆3,329億円

東日本
大震災分
3兆6,329億円

通常収支分
92兆5,117億円

東日本
大震災分
4兆4,910億円

純計

都道府県

市町村

性質別歳出決算額の推移（普通会計純計）

※平成14年度を100としたときの指数
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義務的経費
48兆1,908億円（52.1%）

義務的経費
21兆9,504億円（46.4%）

義務的経費
1,474億円
（3.3%）

投資的経費
12兆2,634億円（13.3%）

人件費
23兆4,095億円
（25.3%）

扶助費
11兆8,535億円
（12.8%）

扶助費
1兆813億円
（2.3%）

扶助費 1,029億円（2.3%）

公債費
12兆9,277億円
（14.0%）

公債費
6兆8,032億円
（14.4%）

補助費等
11兆88億円
（23.3%）

積立金
1兆2,066億円
（2.5%）

物件費
1兆6,212億円（3.4%）

公債費 56億円（0.1%）

純計

人件費
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投資的経費
3,832億円（30.0%）
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歳出
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財政構造の弾力性歳出
財政の行政需要への対応能力はどうなっているのでしょうか？

経常収支比率1
　平成23年度の経常収支比率は、前
年度より2.1ポイント上昇して92.6％と
なり、8年連続で90％を上回っています。

　地方公共団体が住民からのニーズに的確に応えていくには、毎年支出が必要になる義務的経費に充てる財源に
加えて、社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくための施策に充てる財源を確保していくことが必要です。
その財源の確保の程度を財政構造の弾力性といっています。

人件費の項目別内訳
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（%）

16兆346億円
68.4％

職員給

3兆6,739億円15.7％
地方公務員共済組合等負担金

2兆5,375億円10.8％
退職金

1兆2,025億円 5.1％
その他

10兆8,067億円
46.1％

基本給

5兆2,279億円
22.3％

その他

10兆392億円
71.3％

2兆2,803億円16.2％

1兆3,816億円 9.8％
3,817億円 2.7％

6兆7,691億円
48.1％

3兆2,701億円
23.2％

5兆9,954億円
64.0％

1兆3,936億円 14.9％

1兆1,560億円 12.3％
8,207億円 8.8％

4兆376億円
43.1％

1兆9,578億円
20.9％

純 計
23兆4,485億円

都道府県
14兆828億円

市町村
9兆3,657億円

263,942
259,323

256,133
252,643 251,353 252,563

246,052
239,756

235,362 234,485

153,443 152,176 150,086 150,113 150,869
147,297

142,862 141,101 140,828

156,296

105,879 103,957 102,557 101,240 101,694
98,755 96,895 94,261 93,657

107,646

15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）平成14
0

都道府県

市町村

140,000

純 計

21.1

33.4

38.1

90.390.3

経常収支比率の推移

経常収支比率の内訳（純計）

94.994.9
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90.590.5 90.290.2 90.390.3
92.092.0 91.891.8 91.891.8

89.289.2

93.593.5

90.890.8
92.592.5 92.692.6 92.692.6

94.794.7 93.993.9
95.995.9
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その他

市町村

純計

都道
府県

人件費

公債費

21.6 21.5 21.9 21.5 21.4 21.5 21.5 21.5 20.7

37.0 36.0 37.0 36.5 36.0 36.2 35.1 34.8 32.9

31.7 31.5 32.6 33.4 34.0 35.7 36.2 37.5 36.9
90.3 89.0 91.5 91.4 91.4 93.4 92.8 93.8 90.590.3 89.0 91.5 91.4 91.4 93.4 92.8 93.8 90.5

人件費の推移

※純計及び市町村には、特別区及び一部事務組合等は含まれていません。

経常収支比率 ＝ ―
人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等

×100
経常一般財源等（地方税＋普通交付税等）
＋減収補填債特例分＋臨時財政対策債

　経常収支比率とは、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される
一般財源（経常一般財源）のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出
される経費（経常的経費）に充当されたものが占める割合をいいます。

90.390.3

89.089.0

91.591.5
91.491.4 91.491.4 93.493.4 92.892.8

93.893.8

90.590.5
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実質公債費比率及び公債費負担比率2
　地方公共団体の借入金の元金及び利子の支払いのための費用である公債費は、特に弾力性に乏
しい経費であることから、その動向に常に注意する必要があります。
　公債費による負担度合いを判断するための指標として、実質公債費比率及び公債費負担比率が
用いられています。

実質公債費比率の推移

公債費負担比率の推移

※公債費負担比率：公債費負担比率は、公債費充当一般財源（地方債の元利償還金等の公債費に充当された一般財源）が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっ
ているかを示す指標であり、公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断するものです。
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地方財政の借入金残高
地方財政の借入金はどうなっているのでしょうか？

地方債現在高の推移1
　地方公共団体の借入である地方債現在高は、平成23年度末で約143兆円です。
　近年、臨時財政対策債の発行等により増加しており、歳入総額の約1.43倍、一般財源総額
の約2.58倍に達しています。

（注） 地方債現在高は、特定資金公共投資事業債を除いた額です。

地方財政の借入金残高2
　地方債現在高のほか、地方財源不足に対処するための交付税及び譲与税配付金特別会計借入
金、公営企業において償還する企業債のうち普通会計がその償還を負担するものを含めた借入
金残高は、平成23年度末で約200兆円となっており、依然として高い水準にあります。

普通会計が負担すべき借入金残高の推移

（注1） 地方債現在高は、特定資金公共投資事業債を除いた額です。
（注2） 企業債現在高（うち普通会計負担分）は、決算統計をベースとした推計値です。
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地方公営企業が占める割合1
　地方公営企業は、住民の生活水準の向上を図るうえで大きな役割を果たしています。

2524

地方公営企業の事業数2
　事業数は、8,754事業であり、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、
水道事業、病院事業、介護サービス事業、宅地造成事業の順になっています。

決算規模3
　決算規模は、17兆2,252億円で、事業別にみると、下水道事業が最も大きな割合を占め、以下、
病院事業、水道事業、交通事業、宅地造成事業の順になっています。

地方公営企業
地方公営企業の状況はどのようになっているのでしょうか？

簡易水道
779事業（8.9%）

上水道
1,354事業（15.5%）

下水道
3,625事業（41.4％）

水道
2,133事業（24.4％）

水道（簡易水道含む）
3兆9,229億円（22.8％）

病院
4兆4,637億円（25.9％）

交通
1兆1,446億円（6.6％）

病院
646事業（7.4％）

介護サービス
589事業（6.7％）

宅地造成
459事業（5.2％）

宅地造成
9,763億円（5.7％）

その他
1,302事業（14.9％）

その他
1兆536億円（6.1％）

事業数
8,754事業

決算規模
17兆2,252億円

下水道
5兆6,641億円（32.9％）

水道事業
（簡易水道事業含む）

下水道事業 交通事業
（鉄道）

交通事業
（バス）

病院事業
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（%）

1億2,494万人
（99.5%）

1億2,559万人中
現在給水人口

1億101万人
（93.4%）

1億811万人中
汚水処理人口

30億2百万人
（13.2%）

226億69百万人中
年間輸送人員

9億41百万人
（21.1%）

44億58百万人中
年間輸送人員

20万1千床
（12.7%）

158万3千床中
病床数

（平成23年度末）

（平成23年度末）（注1） グラフは、実施されている全国の全事業全体を100 とした場合の地方公営企業が占める割合を表しています。
（注2） 全国の全事業全体の数値は、各関係機関の統計資料により作成し、地方公営企業の数値は全事業全体と同年度の決算数値によります。
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経営状況4
　経営状況は、4,246億円の黒字となっており、事業別にみると、水道事業、電気事業及び下水道
事業は黒字で推移しています。
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地方公営企業の経営状況の推移

（億円）

平成13 19 20 21 22 23（年度）

（億円）
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0

4,000

3,000

2,000

1,000

0

地方公営企業

1,702

4,686 4,579 4,246

1,879

2,986

収支合計

黒字計
4,090

黒字計
6,812

黒字計
4,511

黒字計
4,527

黒字計
4,460 黒字計

4,319

赤字計
△2,388

赤字計
△2,126 赤字計

△2,632

赤字計
△1,541

赤字計
△61 赤字計

△73

 黒字

 赤字

その他1,724

下水道799
ガス5

ガス52 ガス34
ガス8

電気123
工業用水道153
水道1,286
（簡易水道含む）

交通△1,598

病院△627

病院9

その他△163

その他2,722

その他215
その他154 その他506

その他421
下水道1,054

下水道1,060 下水道1,176
下水道1,238

下水道1,240
電気44 電気76 電気92

電気76
電気66

交通102

交通197 交通340
交通387

交通263
工業用水道198

工業用水道243
工業用水道104 工業用水道214 工業用水道228

水道2,692
（簡易水道含む）

水道2,668
（簡易水道含む） 水道2,627

（簡易水道含む） 水道2,202
（簡易水道含む） 水道2,101

（簡易水道含む）

病院△1,947 病院△1,817
病院△1,070

病院△11

ガス△43

ガス△15

その他△136 その他△815

その他△471

その他△61

その他△47

　特定被災県である9県の歳入総額は12兆1,024億円で、前年度と比べると3兆4,502億円増（39.9%
増）（全国では4.2％増）となっています。また、歳出総額は11兆6,440億円で、前年度と比べると3兆
2,196億円増（38.2%増）（全国では3.9％増）となっています。

東日本大震災の影響

被災団体における決算の状況1

平成
22年度 8兆6,522億円

平成
23年度 12兆1,024億円

平成
22年度 8兆4,244億円

平成
23年度 11兆6,440億円

平成
22年度 8兆4,244億円

平成
23年度 11兆6,440億円

歳入

目的別歳出

性質別歳出
物件費 2,955億円（3.5％）
積立金 2,499億円（3.0％）

地方税 
2兆3,200億円
（26.8％）

地方税 
2兆2,754億円
（18.8％）

地方交付税
2兆6,424億円
（21.8％）

国庫支出金
3兆817億円
（25.5％）

その他
4兆1,029億円
（33.9％）

その他
3兆5,466億円
（42.1％）

教育費
2兆491億円
（24.3％）

その他
3兆8,015億円
（32.7％）

教育費
2兆1,063億円
（18.1％）

その他
2兆7,300億円
（32.3％）

その他
3兆4,595億円
（29.6％）

商工費
8,806億円
（10.5％）

地方交付税
1兆8,655億円
（21.6％）

その他
3兆3,178億円
（38.3％）

国庫支出金 1兆1,489億円（13.3％）

総務費 5,241億円（6.2％）

総務費
1兆4,217億円
（12.2％）

義務的経費
3兆9,555億円
（47.0％）

普通建設事業費 
1兆1,825億円
（14.0％）

義務的経費
3兆9,790億円
（34.2％）

投資的経費 1兆7,890億円（15.4％）

衛生費 9,941億円（8.5％）

商工費
1兆1,797億円
（10.1％）

災害復旧費 110億円（0.1％）

災害復旧費 2,934億円（2.5％）

衛生費 3,247億円（3.9％）

投資的経費 1兆1,935億円（14.2％）

災害復旧事業費 110億円（0.1％）

うち震災復興特別交付税 4,758億円（3.9％）

民生費
1兆883億円
（12.9％） 

民生費 
1兆8,473億円
（15.9％）

うち災害救助費 6,546億円（5.6％）

普通建設事業費 1兆4,956億円（12.8％）
災害復旧事業費 2,934億円（2.5％）

物件費 4,882億円（4.2％）

積立金 
1兆9,283億円
（16.6％）

うち災害救助費 131億円（0.2％）

※特定被災県・・・「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（平成23年法律第40号）第２条第２項に定める特定被災地方公共団体で
ある県。（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県）

１．特定被災県
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1,000

△1,000

△2,000

△3,000

0

4,000

3,000

2,000

1,000

0

地方公営企業

1,702

4,686 4,579 4,246

1,879

2,986

収支合計

黒字計
4,090

黒字計
6,812

黒字計
4,511

黒字計
4,527

黒字計
4,460 黒字計

4,319

赤字計
△2,388

赤字計
△2,126 赤字計

△2,632

赤字計
△1,541

赤字計
△61 赤字計

△73

 黒字

 赤字

その他1,724

下水道799
ガス5

ガス52 ガス34
ガス8

電気123
工業用水道153
水道1,286
（簡易水道含む）

交通△1,598

病院△627

病院9

その他△163

その他2,722

その他215
その他154 その他506

その他421
下水道1,054

下水道1,060 下水道1,176
下水道1,238

下水道1,240
電気44 電気76 電気92

電気76
電気66

交通102

交通197 交通340
交通387

交通263
工業用水道198

工業用水道243
工業用水道104 工業用水道214 工業用水道228

水道2,692
（簡易水道含む）

水道2,668
（簡易水道含む） 水道2,627

（簡易水道含む） 水道2,202
（簡易水道含む） 水道2,101

（簡易水道含む）

病院△1,947 病院△1,817
病院△1,070

病院△11

ガス△43

ガス△15

その他△136 その他△815

その他△471

その他△61

その他△47

　特定被災県である9県の歳入総額は12兆1,024億円で、前年度と比べると3兆4,502億円増（39.9%
増）（全国では4.2％増）となっています。また、歳出総額は11兆6,440億円で、前年度と比べると3兆
2,196億円増（38.2%増）（全国では3.9％増）となっています。

東日本大震災の影響

被災団体における決算の状況1

平成
22年度 8兆6,522億円

平成
23年度 12兆1,024億円

平成
22年度 8兆4,244億円

平成
23年度 11兆6,440億円

平成
22年度 8兆4,244億円

平成
23年度 11兆6,440億円

歳入

目的別歳出

性質別歳出
物件費 2,955億円（3.5％）
積立金 2,499億円（3.0％）

地方税 
2兆3,200億円
（26.8％）

地方税 
2兆2,754億円
（18.8％）

地方交付税
2兆6,424億円
（21.8％）

国庫支出金
3兆817億円
（25.5％）

その他
4兆1,029億円
（33.9％）

その他
3兆5,466億円
（42.1％）

教育費
2兆491億円
（24.3％）

その他
3兆8,015億円
（32.7％）

教育費
2兆1,063億円
（18.1％）

その他
2兆7,300億円
（32.3％）

その他
3兆4,595億円
（29.6％）

商工費
8,806億円
（10.5％）

地方交付税
1兆8,655億円
（21.6％）

その他
3兆3,178億円
（38.3％）

国庫支出金 1兆1,489億円（13.3％）

総務費 5,241億円（6.2％）

総務費
1兆4,217億円
（12.2％）

義務的経費
3兆9,555億円
（47.0％）

普通建設事業費 
1兆1,825億円
（14.0％）

義務的経費
3兆9,790億円
（34.2％）

投資的経費 1兆7,890億円（15.4％）

衛生費 9,941億円（8.5％）

商工費
1兆1,797億円
（10.1％）

災害復旧費 110億円（0.1％）

災害復旧費 2,934億円（2.5％）

衛生費 3,247億円（3.9％）

投資的経費 1兆1,935億円（14.2％）

災害復旧事業費 110億円（0.1％）

うち震災復興特別交付税 4,758億円（3.9％）

民生費
1兆883億円
（12.9％） 

民生費 
1兆8,473億円
（15.9％）

うち災害救助費 6,546億円（5.6％）

普通建設事業費 1兆4,956億円（12.8％）
災害復旧事業費 2,934億円（2.5％）

物件費 4,882億円（4.2％）

積立金 
1兆9,283億円
（16.6％）

うち災害救助費 131億円（0.2％）

※特定被災県・・・「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（平成23年法律第40号）第２条第２項に定める特定被災地方公共団体で
ある県。（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県）

１．特定被災県
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※特定被災市町村等・・・「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」（平成23年政令第
127号）の別表第1に定める特定被災地方公共団体である市町村並びに同令の別表第2及び別表第3に定める市町村のうち特定被災地方公
共団体以外のもの。（岩手県33団体、宮城県35団体、福島県59団体など、11県227市町村）

　特定被災市町村等である227市町村の歳入総額は7兆2,430億円で、前年度と比べると1兆2,661億
円増（21.2%増）（全国では1.7％増）となっています。また、歳出総額は6兆8,282億円で、前年度と比べる
と1兆983億円増（19.2%増）（全国では1.5％増）となっています。

２．特定被災市町村等

平成
22年度 5兆9,769億円

平成
23年度 7兆2,430億円

平成
22年度 5兆7,299億円

平成
23年度 6兆8,282億円

平成
22年度 5兆7,299億円

平成
23年度 6兆8,282億円

歳入

目的別歳出

性質別歳出

物件費 
7,442億円
（13.0％）

地方税 
2兆1,837億円
（36.5％）

地方税 
2兆1,282億円
（29.4％）

地方交付税
1兆5,133億円
（20.9％）

国庫支出金
1兆2,787億円
（17.7％）

その他
2兆3,228億円
（32.0％）

その他
1兆8,418億円
（32.1％）

教育費
6,965億円
（12.2％）

その他
1兆8,549億円
（27.1％）

教育費
6,607億円
（9.7％）

その他
1兆3,639億円
（23.8％）

その他
1兆5,107億円
（22.1％）

民生費
1兆6,947億円
（29.6％） 

地方交付税
1兆487億円
（17.5％）

その他
1兆9,482億円
（32.7％）

国庫支出金 7,963億円（13.3％）

総務費
1兆889億円
（15.9％）

義務的経費
2兆6,945億円
（47.0％）

義務的経費
2兆8,166億円
（41.2％）

投資的経費 9,425億円（13.8％）

衛生費 5,186億円（7.6％）
商工費 2,381億円（3.5％）

災害復旧費 81億円（0.1％）

災害復旧費 2,705億円（4.0％）

商工費 2,187億円（3.8％）衛生費 4,849億円（8.5％）

投資的経費 7,539億円（13.2％）
普通建設事業費 7,458億円（13.0）

災害復旧事業費 81億円（0.1％）

うち震災復興特別交付税 3,150億円（4.3％）

総務費
7,852億円
（13.7％）

民生費 
2兆1,965億円
（32.2％）

うち災害救助費 
4,466億円（6.5％）

普通建設事業費 6,720億円（9.8％） 災害復旧事業費 2,705億円（4.0％）

物件費
1兆427億円
（15.3％）

積立金 
5,157億円
（7.6％）

うち災害救助費 101億円（0.2％）

積立金 1,734億円（3.0％）

被災団体における地方公営企業の経営状況   
　特定被災地方公共団体における公営企業の総収支は247億円の黒字で、前年度に比べ284億
円、53.4％減少しています。黒字事業は808事業で全体の85.7％、赤字事業135事業全体14.3％
となっています。           
　特定被災地方公共団体における総収支の対前年度減少額284億円は、公営企業全体の対前年
度減少額333億円の85.3％に上り、全体の経営状況に大きな影響を及ぼしています。

2

特定被災地方公共団体における地方公営企業事業別決算収支の状況

平成22年度 平成23年度

電気 14億円

その他 △106億円

黒字計
661億円

赤字計
△130億円

黒字計
380億円

赤字計
△133億円

100

200

300

400

500

600

700

-200

-100

0

（億円）

下水道 153億円

交通 24億円

水道
（簡易水道含む）

405億円

工業用水道 65億円

電気
7億円

交通
24億円

ガス △8億円

病院 
△16億円

下水道 120億円

水道
（簡易水道含む）

160億円

工業用水道 69億円

ガス △35億円
病院 △37億円
その他 △61億円

収支 531億円

収支 247億円

特定被災地方公共団体における地方公営企業の経営状況

平成22年度 平成23年度

赤字額

黒字額

859事業
808事業

93事業
135事業

△471億円
△298億円

718億円829億円

（事業、億円）

-500

-250

0

250

500

750

1,000
黒字事業数

赤字事業数

収支 531億円 収支 247億円
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※特定被災市町村等・・・「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」（平成23年政令第
127号）の別表第1に定める特定被災地方公共団体である市町村並びに同令の別表第2及び別表第3に定める市町村のうち特定被災地方公
共団体以外のもの。（岩手県33団体、宮城県35団体、福島県59団体など、11県227市町村）

　特定被災市町村等である227市町村の歳入総額は7兆2,430億円で、前年度と比べると1兆2,661億
円増（21.2%増）（全国では1.7％増）となっています。また、歳出総額は6兆8,282億円で、前年度と比べる
と1兆983億円増（19.2%増）（全国では1.5％増）となっています。

２．特定被災市町村等

平成
22年度 5兆9,769億円

平成
23年度 7兆2,430億円

平成
22年度 5兆7,299億円

平成
23年度 6兆8,282億円

平成
22年度 5兆7,299億円

平成
23年度 6兆8,282億円

歳入

目的別歳出

性質別歳出

物件費 
7,442億円
（13.0％）

地方税 
2兆1,837億円
（36.5％）

地方税 
2兆1,282億円
（29.4％）

地方交付税
1兆5,133億円
（20.9％）

国庫支出金
1兆2,787億円
（17.7％）

その他
2兆3,228億円
（32.0％）

その他
1兆8,418億円
（32.1％）

教育費
6,965億円
（12.2％）

その他
1兆8,549億円
（27.1％）

教育費
6,607億円
（9.7％）

その他
1兆3,639億円
（23.8％）

その他
1兆5,107億円
（22.1％）

民生費
1兆6,947億円
（29.6％） 

地方交付税
1兆487億円
（17.5％）

その他
1兆9,482億円
（32.7％）

国庫支出金 7,963億円（13.3％）

総務費
1兆889億円
（15.9％）

義務的経費
2兆6,945億円
（47.0％）

義務的経費
2兆8,166億円
（41.2％）

投資的経費 9,425億円（13.8％）

衛生費 5,186億円（7.6％）
商工費 2,381億円（3.5％）

災害復旧費 81億円（0.1％）

災害復旧費 2,705億円（4.0％）

商工費 2,187億円（3.8％）衛生費 4,849億円（8.5％）

投資的経費 7,539億円（13.2％）
普通建設事業費 7,458億円（13.0）

災害復旧事業費 81億円（0.1％）

うち震災復興特別交付税 3,150億円（4.3％）

総務費
7,852億円
（13.7％）

民生費 
2兆1,965億円
（32.2％）

うち災害救助費 
4,466億円（6.5％）

普通建設事業費 6,720億円（9.8％） 災害復旧事業費 2,705億円（4.0％）

物件費
1兆427億円
（15.3％）

積立金 
5,157億円
（7.6％）

うち災害救助費 101億円（0.2％）

積立金 1,734億円（3.0％）

被災団体における地方公営企業の経営状況   
　特定被災地方公共団体における公営企業の総収支は247億円の黒字で、前年度に比べ284億
円、53.4％減少しています。黒字事業は808事業で全体の85.7％、赤字事業135事業全体14.3％
となっています。           
　特定被災地方公共団体における総収支の対前年度減少額284億円は、公営企業全体の対前年
度減少額333億円の85.3％に上り、全体の経営状況に大きな影響を及ぼしています。

2

特定被災地方公共団体における地方公営企業事業別決算収支の状況

平成22年度 平成23年度

電気 14億円

その他 △106億円

黒字計
661億円

赤字計
△130億円

黒字計
380億円

赤字計
△133億円

100

200

300

400

500

600

700

-200

-100

0

（億円）

下水道 153億円

交通 24億円

水道
（簡易水道含む）

405億円

工業用水道 65億円

電気
7億円

交通
24億円

ガス △8億円

病院 
△16億円

下水道 120億円

水道
（簡易水道含む）

160億円

工業用水道 69億円

ガス △35億円
病院 △37億円
その他 △61億円

収支 531億円

収支 247億円

特定被災地方公共団体における地方公営企業の経営状況

平成22年度 平成23年度

赤字額

黒字額

859事業
808事業

93事業
135事業

△471億円
△298億円

718億円829億円

（事業、億円）

-500

-250

0

250

500

750

1,000
黒字事業数

赤字事業数

収支 531億円 収支 247億円
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地方財政健全化の推進

健全化判断比率・資金不足比率の状況2

実質赤字比率

健全化判断比率等の対象

　実質赤字額がある団体数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、実質赤字額がある（実質赤字比
率が０％超である）団体数は、市区町村で２団体となっています。
このうち実質赤字比率が早期健全化基準以上である団体はあ
りません。

平成19 20 21 22 23（年度）

実質赤字比率 ＝ ―
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

　実質赤字比率とは、福祉、教育、まちづくり等を行う地方公
共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪
化の度合いを示すものです。

0

5

10

15

20

25
（団体）

24

2

2
1

1

19
13

8

2

実質赤字額が
ある団体数

うち早期健全化基準以上
うち財政再生基準以上

（旧制度） （地方公共団体財政健全化法）

一部事務組合・広域連合

一般会計 一般会計
等

公営事業
会計

特別会計

うち
公営企業
会計

地
方
公
共
団
体

地方公社・第三セクター等

実
質
赤
字
比
率

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

不
良

債
務

資
金
不
足

比
率

※公営企業会計
　ごとに算定

※公営企業会計
　ごとに算定

地方財政健全化の推進

地方公共団体の財政の健全化に関する法律等の概要1
　旧来の地方公共団体の財政再建制度では分かりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない
等の問題が指摘されていたため、新たな指標の整備とその開示の徹底、財政の早期健全化や再生
を図る「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月に全面施行されています。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

健全段階
○指標の整備と情報開示の徹底

財政の早期健全化段階
○自主的な改善努力による
　財政健全化

財政の再生段階
○国等の関与による確実な再生

財政再生計画の策定（議会の議
決）、外部監査の要求の義務付け

財政再生計画は、総務大臣に協議
し、同意を求めることができる

財政運営が計画に適合しないと認
められる場合等においては、予算
の変更等を勧告

公営企業の経営の健全化

（
健
全
財
政
）

（
財
政
悪
化
）

※実質赤字比率及び
連結実質赤字比率
については、東京都
の基準は、別途設
定されている。

指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の
策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用

財政健全化計画の策定（議会の議
決）、外部監査の要求の義務付け

実施状況を毎年度議会に報告し
公表

早期健全化が著しく困難と認めら
れるときは、総務大臣又は知事が
必要な勧告

フロー指標：実質赤字比率、連結実
質赤字比率、実質公債費比率

ストック指標：将来負担比率＝公社・
三セク等を含めた実質的負債によ
る指標

→監査委員の審査に付し議会に
　報告し公表

早期健全化基準 財政再生基準

資金不足比率
（公営企業ごと） 経営健全化基準

20%

実質赤字比率 道府県 ： 3.75%
市町村 ： 11.25%～15%

道府県 ： 5%
市町村 ： 20%

連結実質赤字比率 道府県 ： 8.75%
市町村 ： 16.25%～20%

道府県 ： 15%
市町村 ： 30%

実質公債費比率 25% 35%

将来負担比率 都道府県・政令市：400%
市町村 ： 350%
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健全化判断比率・資金不足比率の状況2

実質赤字比率

健全化判断比率等の対象

　実質赤字額がある団体数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、実質赤字額がある（実質赤字比
率が０％超である）団体数は、市区町村で２団体となっています。
このうち実質赤字比率が早期健全化基準以上である団体はあ
りません。

平成19 20 21 22 23（年度）

実質赤字比率 ＝ ―
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

　実質赤字比率とは、福祉、教育、まちづくり等を行う地方公
共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪
化の度合いを示すものです。

0

5

10

15

20

25
（団体）

24

2

2
1

1

19
13

8

2

実質赤字額が
ある団体数

うち早期健全化基準以上
うち財政再生基準以上

（旧制度） （地方公共団体財政健全化法）

一部事務組合・広域連合

一般会計 一般会計
等

公営事業
会計

特別会計

うち
公営企業
会計

地
方
公
共
団
体

地方公社・第三セクター等

実
質
赤
字
比
率

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

不
良

債
務

資
金
不
足

比
率

※公営企業会計
　ごとに算定

※公営企業会計
　ごとに算定

地方財政健全化の推進

地方公共団体の財政の健全化に関する法律等の概要1
　旧来の地方公共団体の財政再建制度では分かりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない
等の問題が指摘されていたため、新たな指標の整備とその開示の徹底、財政の早期健全化や再生
を図る「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月に全面施行されています。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

健全段階
○指標の整備と情報開示の徹底

財政の早期健全化段階
○自主的な改善努力による
　財政健全化

財政の再生段階
○国等の関与による確実な再生

財政再生計画の策定（議会の議
決）、外部監査の要求の義務付け

財政再生計画は、総務大臣に協議
し、同意を求めることができる

財政運営が計画に適合しないと認
められる場合等においては、予算
の変更等を勧告

公営企業の経営の健全化

（
健
全
財
政
）

（
財
政
悪
化
）

※実質赤字比率及び
連結実質赤字比率
については、東京都
の基準は、別途設
定されている。

指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の
策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用

財政健全化計画の策定（議会の議
決）、外部監査の要求の義務付け

実施状況を毎年度議会に報告し
公表

早期健全化が著しく困難と認めら
れるときは、総務大臣又は知事が
必要な勧告

フロー指標：実質赤字比率、連結実
質赤字比率、実質公債費比率

ストック指標：将来負担比率＝公社・
三セク等を含めた実質的負債によ
る指標

→監査委員の審査に付し議会に
　報告し公表

早期健全化基準 財政再生基準

資金不足比率
（公営企業ごと） 経営健全化基準

20%

実質赤字比率 道府県 ： 3.75%
市町村 ： 11.25%～15%

道府県 ： 5%
市町村 ： 20%

連結実質赤字比率 道府県 ： 8.75%
市町村 ： 16.25%～20%

道府県 ： 15%
市町村 ： 30%

実質公債費比率 25% 35%

将来負担比率 都道府県・政令市：400%
市町村 ： 350%
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連結実質赤字比率

実質公債費比率

　連結実質赤字額がある団体数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、連結実質赤字額がある（連結実
質赤字比率が０％超である）団体数は、市区町村で９団体となっ
ています。このうち連結実質赤字比率が早期健全化基準以上
である団体はありません。

　実質公債費比率が18％以上である団体
数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、実質公債費
比率が財政再生基準以上である団体数は、
市区町村で１団体となっています。

平成19 20 21 22 23（年度）

平成19 20 21 22 23（年度）

実質公債費比率
（3か年平均） ＝ ―

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金）－
　（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　実質公債費比率とは、借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化
し、資金繰りの程度を示すものです。
※実質公債費比率が18%以上の地方公共団体は、地方債の発行に総務大臣等の許可が
　必要です。

連結実質赤字比率 ＝ ―
連結実質赤字額
標準財政規模

　連結実質赤字比率とは、すべての会計の赤字と黒字を合算
し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公
共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すものです。

実質公債費比率が
18％以上である
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資金不足比率

　将来負担比率が早期健全化基準以上であ
る団体数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、将来負担比率
が早期健全化基準以上である団体数は、市区
町村で２団体となっています。

　資金不足額がある公営企業会計数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、資金不足額がある（資金不足比率
が０％超である）公営企業会計数は、８８会計となっています。この
うち資金不足比率が経営健全化基準以上である会計数は、３６会
計となっています。

平成19 20 21 22 23（年度）

平成19 20 21 22 23（年度）

資金不足比率 ＝ ―
資金の不足額
事業の規模

　資金不足比率とは、公営企業の資金不足を、公営企業の
事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営
状態の悪化の度合いを示すものです。

将来負担比率 ＝ ―

将来負担額 －（充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋
　　　　　　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払ってい
く可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度
合いを示すものです。なお、将来負担比率には、財政再生基準は設けられていません。
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連結実質赤字比率

実質公債費比率

　連結実質赤字額がある団体数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、連結実質赤字額がある（連結実
質赤字比率が０％超である）団体数は、市区町村で９団体となっ
ています。このうち連結実質赤字比率が早期健全化基準以上
である団体はありません。

　実質公債費比率が18％以上である団体
数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、実質公債費
比率が財政再生基準以上である団体数は、
市区町村で１団体となっています。

平成19 20 21 22 23（年度）

平成19 20 21 22 23（年度）

実質公債費比率
（3か年平均） ＝ ―

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金）－
　（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　実質公債費比率とは、借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化
し、資金繰りの程度を示すものです。
※実質公債費比率が18%以上の地方公共団体は、地方債の発行に総務大臣等の許可が
　必要です。

連結実質赤字比率 ＝ ―
連結実質赤字額
標準財政規模

　連結実質赤字比率とは、すべての会計の赤字と黒字を合算
し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公
共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すものです。

実質公債費比率が
18％以上である
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資金不足比率

　将来負担比率が早期健全化基準以上であ
る団体数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、将来負担比率
が早期健全化基準以上である団体数は、市区
町村で２団体となっています。

　資金不足額がある公営企業会計数の推移は、下図のとおりです。
　平成２３年度決算において、資金不足額がある（資金不足比率
が０％超である）公営企業会計数は、８８会計となっています。この
うち資金不足比率が経営健全化基準以上である会計数は、３６会
計となっています。

平成19 20 21 22 23（年度）

平成19 20 21 22 23（年度）

資金不足比率 ＝ ―
資金の不足額
事業の規模

　資金不足比率とは、公営企業の資金不足を、公営企業の
事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営
状態の悪化の度合いを示すものです。

将来負担比率 ＝ ―

将来負担額 －（充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋
　　　　　　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払ってい
く可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度
合いを示すものです。なお、将来負担比率には、財政再生基準は設けられていません。
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